
令和８年度
給水装置工事事業者講習会

講習内容

１．工事用水用メーターを受け取る場合

２．竣工検査

塩竈市 上下水道部
上水道課 給水装置係



１．工事用水用メーターを受け取る場合

工事申請を伴う工事用水の場合
施工計画承認後、以下の書類を提出いただくことで
メーターを出庫いたします。
※施工計画承認までに申請から1週間程度要します。

①給水装置使用中止申込書（様式第６号）

②給水栓設置写真及び水圧テスト写真



①給水装置使用中止申込書（様式第６号）

・工事用水を開栓する際に必要になります。

・様式の太枠の箇所、納入通知書送付先
（請求先が違う場合のみ）、収受番号等
を記入してご提出ください。

・様式の裏面に申請場所の位置図を添付
してください。



②給水栓設置写真及び水圧テスト写真
給水栓設置状況及び水圧テストの写真を
ご提出いただきます。

・給水栓に対して0.75MPa/1分間の
水圧テストを行ってください。
（φ13～φ25の場合）

・計測用時計の有無は問いません

参考例



２．竣工検査

・給水装置工事の検査は、
法第１６・１７・１８・１９条、条例第３５条
及び塩竈市給水装置工事設計施行基準に基づき
竣工検査を行います。

・検査の実施日は毎週月・水・金（年末年始を除く）

・提出書類（竣工届、竣工写真、給水装置台帳等）は
遅くとも検査予定日の２日前までにご提出ください。



２．竣工検査

○竣工検査時の注意点

・竣工検査時に新しいメーターの取付が必要な場合は、
検査書類提出の際にメーターを受取り、事前に
メーターを取り付けた状態で検査を受けるように
してください。
※検査時に取付を行うと後に控えている検査時間に

影響がでる恐れがあります。

・検査はなるべく引渡前に受けるようにしてください。


